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第１章第１章第１章第１章    計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって 

 

１１１１    背背背背景及び趣旨景及び趣旨景及び趣旨景及び趣旨 

我が国は国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けられることができる医療制度を

実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成しています。 

しかしながら、医療技術の進歩や急激な高齢化による医療費の増加などの環境変化に対し、

医療保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくためには、その構造改革が急務

となっています。 

このような状況に対応するため、国民の願いである健康と長寿を確保しつつ、医療費の伸び

の抑制にも資することから、生活習慣病

(１)

を中心とした疾病予防を重視することとし、保険者によ

る健診及び保健指導の充実を図る観点から、平成２０年４月より高齢者の医療の確保に関する

法律

(２)

に基づいて、医療保険者に対して、４０歳以上７５歳未満の被保険者を対象とする糖尿病

等の予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。 

本市においては、第１期の特定健康診査実施状況を踏まえながら、中・長期的な視点に立ち、

明確な目標を設定した上で、第２期特定健康診査等実施計画を策定し、積極的に生活習慣病有

病者・予備群の減少を図るものです。 

 

 

１１１１    特定健康診査・特定保健指導の特定健康診査・特定保健指導の特定健康診査・特定保健指導の特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    

内臓脂肪型肥満

(３)

に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか２つ以上をあわせもった

状態を、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）といいます。特定健康診査及び特定保健指

導は、その内臓脂肪症候群に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための特定保

健指導を行い、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させる

ために実施するものです。 

 

２２２２    計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第１８条特定健康診査等基本指針に基づき、

さぬき市国民健康保険が策定する計画です。香川県医療費適正化計画

(４)

と十分な整合性を図り、

また、さぬき市健康増進計画

(５)

等の関連計画と十分な連携を図るものとします。 

 

 

３３３３    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第１項の規定に基づき、５年を１期と

した計画を策定します。 

第２期は平成２５年度から平成２９年度までの期間とし、必要に応じて計画の見直しを行うもの 

とします。 

  



 

第２章第２章第２章第２章    さぬき市の現状と課題さぬき市の現状と課題さぬき市の現状と課題さぬき市の現状と課題

    

１１１１    さぬき市の現状さぬき市の現状さぬき市の現状さぬき市の現状    

 

(１)  人口構成  

さぬき市の人口は、平成

口の推移では、市の人口は年々減少して

２４年１２月３１日現在で２９

 

○ さぬき市人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

○ 年齢区分別人口割合の推移

資料：住民基本台帳、さぬき市ホームページ

 

(２)  さぬき市国民健康保険の一般状況

人口同様、被保険者数が減少する一方、加入割合は、ほぼ横ばいで推移を続けており、平

成２３年度の加入割合は

 

○ 一般状況（年間平均：３月から翌年

 平成

加入世帯数 7,673

被保険者数 13,410

加入割合 

55,426 54,949
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さぬき市の現状と課題さぬき市の現状と課題さぬき市の現状と課題さぬき市の現状と課題                

さぬき市の人口は、平成２４年１２月３１日現在で５２，５７８人です。住民基本台帳による人

の推移では、市の人口は年々減少しています。一方、高齢化率

(６)

は上昇

２９.９％となっています。 

年齢区分別人口割合の推移 

資料：住民基本台帳、さぬき市ホームページ年齢別住基人口集計表（各年３月

の一般状況 

人口同様、被保険者数が減少する一方、加入割合は、ほぼ横ばいで推移を続けており、平

年度の加入割合は２５.０％です。 

月から翌年２月末現在の数値を合計して１２で除した数値

平成 21 年度 平成 22 年度 

7,673 世帯 7,705 世帯 

13,410 人 13,402 人 

24.8％ 25.1％ 

54,949 54,412 54,147
53,467

H20 H21 H22 H23

住民基本台帳人口の推移

12.4 12.2 12.1 12.0 

60.6 60.0 59.6 59.5 

27.0 27.7 28.3 28.5 

H21 H22 H23

年齢３区分別人口割合の推移

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

人です。住民基本台帳による人

上昇傾向にあり、平成

月３１日現在） 

人口同様、被保険者数が減少する一方、加入割合は、ほぼ横ばいで推移を続けており、平

で除した数値） 

平成 23 年度 

7,665 世帯 

13,226 人 

25.0％ 

52,911 52,578

H24 H24.12.31

11.9 11.6 

58.8 58.5 

29.3 29.9 

H24 H24.12.31

高齢者人口
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新生物

14.4%

高血圧

7.6%

脳血管

疾患

4.8%

糖尿病

4.6%

動脈

硬化

0.4%

その他

68.2%

４か月分医療費 約１３.５億円

(うち生活習慣病 ３１.８％)

心疾患

35.0%

悪性

新生物

23.1%

脳血管

疾患

11.1%

糖尿病

0.8%

その他

30.0%

年間総死亡数 ６３１人

(うち生活習慣病 ７０.０％)

２２２２    医療費の状況及び生活習慣病の有病者医療費の状況及び生活習慣病の有病者医療費の状況及び生活習慣病の有病者医療費の状況及び生活習慣病の有病者    

    

(１)  さぬき市国民健康保険の医療費の状況 

さぬき市の平成２３年度国民健康保険の医療費総額は約４９億円で、一人当たりの医療費

は３７０，４９２円です。被保険者数及び件数は年々減少しているにも関わらず、医療費は平成

２１年度から増加傾向にあります。今後もこのままの推移で医療費が増加すると、国民健康保

険の財政がますます苦しくなり、被保険者の個人負担も増加してくることが予想されます。 

 

○ さぬき市国民健康保険の被保険者と医療費の状況 

年度 

被保険者数年間平均

(人) 

件数 医療費(円) 

1 人当たり 

医療費(円) 

1 件あたり 

医療費(円) 

21 年度 13,410 221,565 4,757,893,793 354,802 21,474 

22 年度 13,402 209,101 4,811,256,374 358,995 23,009 

23 年度 13,226 208,428 4,900,125,678 370,492 23,510 

１人当たりの医療費＝医療費÷被保険者年間平均人数 

    

(２)   疾患別に見た医療費の構成比及び死因別死亡割合 

さぬき市の生活習慣病による医療費は、全体の約３割を占めています。また、死因別死亡

割合を見ると、生活習慣病による死亡が７０.０％であり、全体の７割を占めています。 

 

○ 疾患別に見た医療費の構成比             ○ さぬき市死因別死亡割合（平成２１年度） 

資料：（平成２３年度版）                     資料：（平成２３年度用）  

香川県国民健康保険疾病統計総合資料          香川県保健統計年報         

H２３年５月、８月、１１月、平成２４年２月の集計      （第１６表 死亡数、死因・保健所・市町別） 

（一般、退職計）                          
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３３３３    第第第第１１１１期特定健康診査の現状期特定健康診査の現状期特定健康診査の現状期特定健康診査の現状    

第１期の特定健康診査受診率は、平成２０年度から年々上昇し、平成２３年度は３６.１％とな

って、県平均の受診率に近づきました。また、平成２３年度の男女別の受診率は、男性３１.２％、

女性４０.５％であり、男性より女性の受診率は高くなっています。一方、年齢別の受診率では、４

０～６４歳の受診率では２８.２％、６５～７４歳は４３.０％と年齢が高くなるにつれて、受診率も高く

なっています。平成２３年度の香川県内の受診率を比較してみると、さぬき市は８市の中で５番

目の受診率にとどまっており、受診率の向上が今後の課題となっています。 

 

○ 特定健康診査：年度別受診率 

○ 特定健康診査：男女別・年齢別実施状況 

 

平成 23 年度 男性 平成 23 年度 女性 平成 23 年度 男女計 

被保険者数 受診者数 受診率 被保険者数 受診者数 受診率 被保険者数 受診者数 受診率 

40～49 歳 498 人 73 人 14.7% 419 人 105 人 25.1% 917 人 178 人 19.4% 

50～59 歳 695 人 162 人 23.3% 676 人 196 人 29.0% 1,371 人 358 人 26.1% 

60～69 歳 2,096 人 712 人 34.0% 2,472 人 1,064 人 43.0% 4,568 人 1,776 人 38.9% 

70～74 歳 1,211 人 458 人 37.8% 1,357 人 630 人 46.4% 2,568 人 1,088 人 42.4% 

合  計 4,500 人 1,405 人 31.2% 4,924 人 1,995 人 40.5% 9,424 人 3,400 人 36.1% 

40～64 歳

（再掲） 

2,170 人 506 人 23.3% 2,226 人 734 人 33.0% 4,396 人 1,240 人 28.2% 

65～74 歳

（再掲） 

2,330 人 899 人 38.6% 2,698 人 1,261 人 46.7% 5,028 人 2,160 人 43.0% 

○  特定健康診査：県内受診率比較 
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４４４４    第第第第１１１１期特定保健指導の現状期特定保健指導の現状期特定保健指導の現状期特定保健指導の現状    

特定保健指導は、制度開始以降、県平均の実施率を上回っています。年齢別にみると、４０歳

代の実施率は１４.３％と低く、その他の年齢層では３０％前後の実施率となっています。男女別

の実施率も、男性３３.１％、女性３３.９％と大きな差はありません。平成２３年度の県内実施率の

比較では、さぬき市は３３.４％と８市の中では最も高くなっています。 

    

○ 特定保健指導：年度別実施率 

 

○ 特定保健指導：支援別・年齢別・男女別実施状況 

 

平成 23 年度特定保健指導対象者(人) 平成 23 年度 修了者(人) 平成 23 年度 実施率 

積極的支援 動機づけ支援 総数 積極的支援 動機づけ支援 総数 積極的支援 動機づけ支援 総数 

40～49 歳 22  13 35 3  2 5 13.6% 15.4% 14.3% 

50～59 歳 46 28 74 10 14 24 21.7% 50.0% 32.4% 

60～69 歳 68 185 253 19 78 97 27.9% 42.2% 38.3% 

70～74 歳 － 126 126 － 37 37 － 29.4% 29.4% 

合  計 136 352 488 32 131 163 23.5% 37.2% 33.4% 

男性 

(再掲) 

105 218 323 17 90 107 16.2% 41.3% 33.1% 

女性 

(再掲) 

31 134 165 15 41 56 48.4% 30.6% 33.9% 

○ 特定保健指導：県内実施率比較 

11.7

14.1
16.3 16.7

13.6

36.5

40.7

33.4

0

10

20

30

40

50

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

（％）

特定保健指導実施率の推移

香川県

さぬき市

33.4 

30.2 

21.4 

18.4 
16.5 16.4 

8.4 

4.7 

0

10

20

30

40

50

さ

ぬ

き

市

善

通

寺

市

東

か

が

わ

市

三

豊

市

観

音

寺

市

高

松

市

丸

亀

市

坂

出

市

（％） 平成２３年度特定保健指導実施率



 

- 6 - 

５５５５    第第第第１１１１期期期期特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査受診結果状況受診結果状況受診結果状況受診結果状況    

平成２３年度特定健康診査の受診結果では、メタボリックシンドロームの基準該当者及び予備

群

(７)

のものが全体で２７.１％であり、男女別では男性４３.２％、女性１５.８％と、男性の方が高くな

っています。また、年齢が上がるにつれて該当者の割合も高くなっています。 

年度別にみると、平成２２年度までは該当者数も減少傾向にありましたが、平成２３年度には

上昇しました。これは、平成２３年度の受診者が増加したためで、受診者に対する割合は、横ば

いで推移しています。 

 

○ 男女別受診結果状況 

 

○ 特定健康診査受診結果：男女別・年齢別受診結果 

 

平成 23 年度 男性 平成 23 年度 女性 

受診者数 基準該当 

予備群 

該当 

基準該当・ 

予備群該当者 

割合 

受診者数 基準該当 

予備群 

該当 

基準該当・ 

予備群該当者 

割合 

40～49 歳 73 人 16 人 10 人 35.6％ 105 人 3 人 6 人 8.6％ 

50～59 歳 162 人 41 人 22 人 38.9％ 196 人 12 人 13 人 12.8％ 

60～69 歳 712 人 217 人 97 人 44.1％ 1,064 人 98 人 60 人 14.9％ 

70～74 歳 458 人 132 人 72 人 44.5％ 630 人 80 人 43 人 19.5％ 

合  計 1,405 人 406 人 201 人 43.2％ 1,995 人 193 人 122 人 15.8％ 

40～64 歳 

(再掲) 

506 人 144 人 72 人 42.7％ 734 人 46 人 49 人 12.9％ 

65～74 歳 

(再掲） 

899 人 262 人 129 人 43.5％ 1,261 人 147 人 73 人 17.5％ 

○ 年度別メタボリックシンドローム該当者及び予備群 

年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

該当者 480 人 

17.0％ 

461 人 

16.2％ 

509 人 

18.0％ 

599 人 

17.6％ 

予備群 312 人 

11.1％ 

302 人 

10.6％ 

232 人 

8.2％ 

323 人 

9.5％ 

合 計 792 人 

28.1％ 

763 人 

26.8％ 

741 人 

26.2％ 

922 人 

27.1％ 

    

17.6 

28.9 

9.7 

9.5

14.3

6.1

72.9

56.8

84.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

（％）

平成２３年度特定健康診査受診結果(メタボリックシンドローム)

基準該当

予備群該当

非該当
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６６６６    第第第第１１１１期計画の目標値と達成状況期計画の目標値と達成状況期計画の目標値と達成状況期計画の目標値と達成状況    

特定健康診査受診率は上昇しましたが、目標値には達していません。特定保健指導実施率

は、目標値に近い実施率となっています。 

○ さぬき市国保被保険者の特定健康診査・特定保健指導の目標値と結果 

区     分 平成20年度 平成 21 年度 平成22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

特定健康診査 

受診率 

目標 40% 50% 55% 60% 65％ 

結果 

29.7% 30.3% 30.3% 36.1% 

33.9％ 

(1 月末実績) 

特定保健指導 

実施率 

目標 35% 35% 40% 40% 45％ 

結果 13.6% 36.5% 40.7% 33.4%  

メタボリックシンドロームの 

該当者及び予備群の減少率 

目標 

基準年 － － － 

10％↓ 

結果  

    

７７７７    第第第第１１１１期の特定健康診査・特定保健指導の課題期の特定健康診査・特定保健指導の課題期の特定健康診査・特定保健指導の課題期の特定健康診査・特定保健指導の課題    

第１期の特定健康診査受診率は、平成２３年度に３６.１％まで向上しましたが、依然目標値の

６０％とは大きな開きがあります。健診受診者は、年齢が下がるにつれて受診率も低くなっており、

４０歳代の受診率は男女合わせても１９.４％と低く、５０歳代の受診率も２６.１％にとどまっていま

す。生活習慣病の発症は、加齢に伴いリスクが増加し、特に５０歳代から急増するため、それ以

前から自らの体調を把握し、生活習慣を見直す必要があります。しかし、働き盛りの世代である

４０～５０歳代の多くの被保険者は、自覚症状がない上、時間的に多忙であるため、健診受診に

つながっていません。その結果、生活習慣病の発見が遅れるため、進行した状態から治療を開

始せざるを得なくなり、医療費の増加につながっていることが考えられます。今後は、若い世代

からの生活習慣病予防、早期発見に向け、生活習慣病と特定健康診査をより関連付けた情報

の普及を行い、健診受診のメリットや必要性をアピールすることが必要であると考えます。また、

受診勧奨ハガキを未受診者全員に送付した結果、問合せや受診者が増加したこともあり、対象

者個別に受診勧奨を行っていくことが受診率向上のポイントであると考えられます。勧奨方法に

関してはハガキに限らず、さぬき市ホームページや広報さぬき等の媒体を利用し、受診勧奨の

機会を増やすことも課題の一つであります。 

次に、特定保健指導に関しては、毎年度目標値に近い実施率を達成できています。これは、

対象者全員に電話での利用勧奨を行っていること、実施場所を市内保健センターだけでなく家

庭訪問も行うことで対象者が利用しやすい環境づくりを整えていることに加えて、総合健診の委

託機関に対して特定保健指導も合わせて委託することで受診日当日に保健指導が開始できるこ

とが高い実施率につながっていると考えられます。また、平成２３年度より集団保健指導も開始

し、利用者のニーズに合わせ集団・個別の保健指導が選択できるようになり、より多くの方への

保健指導の実施と利用者に対しての新しい働きかけができるようになったことも実施率向上の一

因になっていると考えられます。今後も、現在の実施体制を継続して実施していくとともに、被保

険者自らが積極的に健康づくりに取り組めるよう利用しやすい環境づくりを整えることが必要で

あると考えます。 

特定健康診査、特定保健指導ともに、利用するメリットや必要性が十分に対象者の方に理解

がされておらず、受診者・利用者の増加につながらない原因の一つとなっています。第２期では、

対象者の方への案内方法や内容を見直していくことが課題であると考えられます。 
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第３章第３章第３章第３章    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査等目標値の設定と取等目標値の設定と取等目標値の設定と取等目標値の設定と取組組組組の方針の方針の方針の方針    

 

１１１１    目標の設定目標の設定目標の設定目標の設定    

第２期特定健康診査等実施計画では、特定健康診査受診率、特定保健指導実施率を６０%、

内臓脂肪症候群の該当者・予備群の平成２０年度対比２５%の減少を平成２９年度までに達成す

ることを目標とします。 

 

２２２２    さぬき市国民健康保険の特定健康診査･特定保健指導の目標値さぬき市国民健康保険の特定健康診査･特定保健指導の目標値さぬき市国民健康保険の特定健康診査･特定保健指導の目標値さぬき市国民健康保険の特定健康診査･特定保健指導の目標値    

特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、さぬき市国民健康保険における目標

値を以下のとおり設定します。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定健康診査受診率 

（又は結果把握率） 

40% 45% 50% 55% 60% 

特定保健指導実施率 

（又は結果把握率） 

40% 45% 50% 55% 60% 

メタボリックシンドロームの 

該当者及び予備群の 

減少率 

－ ― ― ― 

25% 

(20 年度比) 

    

３３３３    特定健康診査等の対象者数特定健康診査等の対象者数特定健康診査等の対象者数特定健康診査等の対象者数    

さぬき市国民健康保険の被保険者数のうち、特定健康診査の対象者となる人数の見込みは、

下表のとおりとします。 

 単位：人 

 年齢 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

男性 

40～64 歳 2,344 2,249 2,195 2,134 2,082 

65～74 歳 2,626 2,780 2,835 2,877 2,890 

計 4,970 5,029 5,030 5,011 4,972 

女性 

40～64 歳 2,442 2,330 2,219 2,129 2,073 

65～74 歳 2,926 3,073 3,179 3,223 3,206 

計 5,368 5,403 5,398 5,352 5,279 

合計 

40～64 歳 4,786 4,579 4,414 4,263 4,155 

65～74 歳 5,552 5,853 6,014 6,100 6,096 

計 10,338 10,432 10,428 10,363 10,251 
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４４４４    特定健康診査受診人数の見込み特定健康診査受診人数の見込み特定健康診査受診人数の見込み特定健康診査受診人数の見込み    

特定健康診査受診人数は、前記「３ 特定健康診査等の対象者」にて積算した人数に、各年

度の目標受診率を乗じて算出して見込み、下表のとおりとなります。 

       単位：人 

 年齢 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

男

性 

40～64 歳 938 1,012 1,098 1,174 1,249 

65～74 歳 1,050 1,251 1,418 1,582 1,734 

計 1,988 2,263 2,516 2,756 2,983 

女

性 

40～64 歳 977 1,049 1,110 1,171 1,244 

65～74 歳 1,170 1,383 1,590 1,773 1,924 

計 2,147 2,432 2,700 2,944 3,168 

合

計 

40～64 歳 1,914 2,061 2,207 2,345 2,493 

65～74 歳 2,221 2,634 3,007 3,355 3,658 

計 4,135 4,694 5,214 5,700 6,151 

 

５５５５    特定健康診査受診率向上対策特定健康診査受診率向上対策特定健康診査受診率向上対策特定健康診査受診率向上対策    

    

(１)  特定健康診査の周知 

特定健康診査の周知方法に関しては、現在行っている広報さぬきやさぬき市ホームページ、

音声告知放送での周知に加え、地域行事等イベントや自治会での集会などを利用し、より対

象者に近いところからの普及啓発を行います。周知内容については、健診受診のメリットや必

要性を中心とし、被保険者自らが自身の健康を意識し受診につながるよう働きかけます。また、

医療機関と連携して、受診者に対しパンフレット等による健診結果の分かりやすい情報提供を

行うことにより、自身の検査結果を理解して健康行動に取り組めるよう促し、継続受診へとつ

ながるよう働きかけます。 

    

(２)  他の健診との同時実施 

第２期も希望者に対し総合健診（人間ドック）の実施を行い、同日に特定保健指導を実施し

ます。また、本市を含め、国・県が実施する健康・福祉・介護に関するイベントに参加し、イベン

ト会場での健診を実施します。 

    

(３)  受診勧奨の実施 

被保険者への受診勧奨の方法は、健診実施期間終了前に未受診者に対してハガキ等によ

る個別の受診勧奨を行います。また、何らかの治療を受けている未受診者に対しては、受診

している医療機関に対し、特定健康診査受診を促すよう依頼します。 

    

(４)  他の健診結果データの活用 

既に職場健診やその他健診を受診し、特定健康診査の検査項目が検査済みで、数値など

のデータがある方に関して、データの提供を本人へ依頼します。そのデータの取得により、特

定健康診査を実施した者とみなし、データにより判定を行い、特定保健指導に導きます。 
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６６６６    特定保健指導対象者数・利用者の見込み特定保健指導対象者数・利用者の見込み特定保健指導対象者数・利用者の見込み特定保健指導対象者数・利用者の見込み    

特定保健指導の対象者数の見込みは、第１期の実績に基づき、下表のとおりとします。 

 

(１)  特定保健指導対象者数の見込み  

○ 動機づけ支援                                           単位：人 

  平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

男性 

40～64 歳 48 55 61 66 72 

65～74 歳 218 247 274 300 324 

計 266 302 335 366 396 

女性 

40～64 歳 59 67 74 81 87 

65～74 歳 130 148 165 180 194 

計 189 215 239 261 281 

合計 

40～64 歳 107 122 135 147 159 

65～74 歳 348 395 439 480 518 

計 455 517 574 627 677 

 

○ 積極的支援                                             単位：人    

 年齢 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

男性 

40～64 歳 127 145 161 176 189 

計 127 145 161 176 189 

女性 

40～64 歳 38 43 48 52 57 

計 38 43 48 52 57 

合計 

40～64 歳 165 188 209 228 246 

計 165 188 209 228 246 

※65 歳以上 75 歳未満については、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。 

    

○ 合計                                                 単位：人 

  平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

男性 

40～64 歳 175 200 222 242 261 

65～74 歳 218 247 274 300 324 

計 393 447 496 542 585 

女性 

40～64 歳 97 110 122 133 144 

65～74 歳 130 148 165 180 194 

計 227 258 287 313 338 

合計 

40～64 歳 272 310 344 375 405 

65～74 歳 348 395 439 480 518 

計 620 705 783 855 923 
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(２)  特定保健指導利用者数の見込み 

特定保健指導利用者人数は、前記「（１） 特定保健指導対象者数見込みの合計」に、各年

度の目標実施率を乗じて算出して見込み、下表のとおりとなります。 

単位：人 

 年齢 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

男性 

40～64 歳 70 90 111 133 157 

65～74 歳 87 111 61 165 194 

計 157 201 172 298 351 

女性 

40～64 歳 39 49 137 73 86 

65～74 歳 52 67 82 99 116 

計 91 116 219 172 202 

合計 

40～64 歳 109 139 172 206 243 

65～74 歳 139 178 219 264 310 

計 248 317 391 470 553 

    

７７７７    特定保健指導実施率向上対策特定保健指導実施率向上対策特定保健指導実施率向上対策特定保健指導実施率向上対策    

    

(１)  特定保健指導の周知 

特定保健指導の周知方法に関しては、特定健康診査と同様に、広報さぬきやさぬき市ホー

ムページ、イベント等を活用し保健指導の必要性やメリットの周知を行います。また、第１期と

同様、利用券を発送した後に、対象者全員に対し電話での利用勧奨を実施し、個別にアプロ

ーチを行います。 

    

(２)  利用機会の充実 

対象者の利用機会の充実を図るため、市内保健センターでの実施に限らず、家庭訪問によ

る保健指導も実施し、個人の状況に応じて、休日・夜間の時間での保健指導を行えるよう取り

組みます。また、総合健診受診者に対し、受診日当日に保健指導が開始できる体制を継続し

ます。 

    

(３)  人材育成 

特定保健指導の実施においては、必要な専門職（保健師、栄養士等）の人材を確保し事業

を実施する必要があります。利用者一人ひとりにあった個別の保健指導を展開し、対象者にと

って利用して良かったと思える保健指導を目指し、専門職間での意見交換や研修会への積極

的な参加を行い、特定保健指導実施者の質の確保・向上に努めます。 
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８８８８    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項    

    

(１)  後期高齢者に対する健康診査について 

平成２０年４月から、７５歳以上の後期高齢者を被保険者とする後期高齢者制度が開始さ

れ、高齢者の医療の確保に関する法律において、後期高齢者に対する保健事業の実施は、

保険者である各広域連合の努力義務とされています。 

香川県後期高齢者医療広域連合では、生活習慣病の早期発見・早期治療の観点から、後期

高齢者に対する健診を実施することとし、実施に当たっては、実施業務を各市町に委託す 

ることと しています。 

さぬき市では、健診内容、実施場所及び実施期間については、国民健康保険の特定健康

診査と同内容で実施します。 

    

(２)  特定保健指導外の保健指導 

① 歯科指導について 

糖尿病重症化防止対策の一環として、歯科指導を実施します。これは、歯科質問項目の

回答を、スクリーニングにより抽出した対象者に対し、保健指導を行うことにより、糖尿病を

主因とする生活習慣病に係る医療費等の適正化を図ろうとするものです。なお、香川県国

民健康保険団体連合会の香川国保データ分析システム

(８)

による機能を基に、香川県歯科

医師会に委託する事業とします。 

 

② 糖尿病治療中断者に対する介入事業 

特定健康診査受診者のうち、糖尿病レセプト

(９)

を有しているが、治療を中断している者に

対し、再医療受診勧奨を行うとともに、コントロール不良者に対して個別の介入を行います。 

 

③ 受診結果相談票について 

特定健康診査受診者のうち、受診時の検査結果にてＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）が６.５％以上

（※JＤＳ値６.１％以上）の者（ただし、質問票により血糖降下薬の服薬、もしくはインスリン注

射を行っている方を除く。）に対し、医療機関への治療受診を促すため、受診結果相談票を

送付します。治療受診した医療機関から返送された報告書をもとに、保健指導の必要な方

には保健指導の実施を行います。 
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第４章第４章第４章第４章    特定健康診査・特定保健指導の実施方法特定健康診査・特定保健指導の実施方法特定健康診査・特定保健指導の実施方法特定健康診査・特定保健指導の実施方法    

    

    

１１１１    特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査    

    

(１)  対象者 

特定健康診査の実施年度中に、４０～７４歳となるさぬき市国民健康保険の被保険者（年度

途中に被保険者となった者については市長の認める者。）のうち、妊産婦その他厚生労働大

臣が定める者（刑務所入所中、海外在住、長期入院等）を除きます。 

 

(２)  実施場所 

① 個別医療機関方式  

香川県医師会との委託契約書に記載された医療機関で実施します。 

② 総合健診方式 

      さぬき市民病院及び香川県予防医学協会で実施します。 

 

(３)  実施項目 

実施項目は、原則として標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）（平成１９年４月 厚

生労働省健康局）第２編第２章に記載されている健診項目で、次のとおりとします。 

 

① 基本的な健診項目 

ア 質問項目 

イ 身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲（内臓脂肪面積）） 

ウ 理学的検査（身体診察） 

エ 血圧測定、血液化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

オ 肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）） 

カ 血糖検査（原則としてＨｂＡ１ｃを実施する。） 

キ 尿検査（尿糖、尿蛋白） 

② 詳細な健診の項目 

一定の基準

※

の下、医師が必要と判断したものを選択 

ア 心電図検査 

イ 眼底検査 

ウ 貧血検査（赤血球数、血色素量（ヘモグロビン値）、ヘマトクリット値） 

＜＜＜＜一定の基準一定の基準一定の基準一定の基準

※※※※

＞＞＞＞    

○ 心電図検査、眼底検査 

前年の健診結果等において、血糖、脂質、血圧、肥満の全ての項目について下記の判定 

基準に該当した者 

○ 貧血検査 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 
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【判定基準】 

・血糖 ：空腹時血糖が１００ｍｇ／ｄｌ以上、又はＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）の場合５.６％以上 

・脂質 ：中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上、又はＨＤＬコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満 

・血圧 ：収縮期１３０ｍｍＨｇ以上、又は拡張期８５ｍｍＨｇ以上 

・肥満 ：腹囲が（男性）８５ｃｍ以上・（女性）９０ｃｍ以上、またはＢＭＩが２５以上 

 

③ 追加健診項目 

ア 心電図検査 

イ 貧血検査 

ウ 血清クレアチニン

(１０)

検査 

※ ア、イは詳細な健診にて検査の行われなかった者に対し実施する。 

また、受診者の希望により、特定健康診査の実施に代え人間ドックを実施することができ

る。 

 

(４)  実施時期 

個別医療機関方式は６月～１０月、総合健診方式は６月～１２月とします。 

 

(５)  委託の有無 

委託の形態は、個別契約とし、個別医療機関方式は香川県医師会へ、総合健診方式はさぬ

き市民病院及び香川県予防医学協会への委託により実施します。 

 

(６)  委託基準 

委託基準は、原則として標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）（平成１９年４月 厚生

労働省健康局）第２編第６章に記載されている基準で、以下のとおりとします。 

① 人員に関する基準 

② 施設又は設備等に関する基準 

③ 精度管理に関する基準 

④ 健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

⑤ 運営等に関する基準 

    

(７)  受診方法 

指定された期間内に特定健康診査受診券及び保険証を持参の上、市内医療機関等指定さ

れた場所で受診することとします。原則として、受診に係る本人負担は８００円とします。 

 

(８)  周知・案内方法 

① 健診の実施 

個人ごとに特定健康診査受診券を送付し、特定健康診査の実施を周知します。 

周知方法は、広報さぬき及びさぬき市ホームページに掲載することに加え、さぬき市ケー

ブルテレビ等を利用します。また、各種チラシ及びポスター等で健診の必要性等について意

識啓発を図ります。 
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② 健診結果 

健診結果については、健診機関より受診者に通知します。通知の際に、必要な情報提供

も行います。 

③ 事業主健診等他の健診受診者の健診データを、データ保有者から受領する方法 

受診券送付時に、事業主健診等を受診した者に対し健診結果の提出を呼びかけます。 

 

(９)  代行機関の利用 

香川県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）を利用します。 

    

(１０)  特定健康診査データの保管及び管理方法 

① 特定健康診査データは、原則として特定健康診査を受託する医療機関が、国の定める電 

子的標準様式により、国保連へ提出します。 

② 国保連にデータ保存を委託し、国保ネットワーク回線で保険者が閲覧及び処理できるよう 

にします。 

③ さぬき市国保・健康課（衛生部門）の市のシステムに保存・管理します。市民全体としてが 

ん検診等全てのデータを一緒に保存･管理し、健康づくり推進に活用します。 

④ 特定健康診査に関するデータは、原則５年間保存とし、国保連に管理及び保管を委託しま 

す。ただし、加入者の資格に異動があった場合は、異動年度の翌年度までとします。 

 

２２２２    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導    

    

(１)  実施場所 

市内保健センター及び特定保健指導業務受託機関の提供する場所等で実施します。 

  

(２)  実施内容 

実施内容は、標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）（平成１９年４月 厚生労働省健

康局）第３編第３章に記載されている内容とします。 

特定保健指導とは、対象者の生活を基盤とし、対象者が自らの生活習慣の課題に気づき、

健康的な行動変容の方向性を自らが導き出せるよう支援するため、健康課題や優先順位を対

象者と共に考え、実行可能な行動目標を立てられるよう支援できるプログラムを開発し、個別

面接や小集団のグループワーク等を行いながら、行動変容のきっかけづくりを行うことでありま

す。 

なお、特定保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性ごとに「情報提供」、「動機づ

け支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目標を明確化した上で、サ

ービスを提供する必要があります。また、特定保健指導の実施に当たっては、医師、保健師、

管理栄養士等が中心となって、対象者が参加しやすい条件を整えつつ実施します。 

 

(３)  実施時期 

特定保健指導は、年間を通して実施します。 

ただし、当該年度における特定保健指導対象者への特定保健指導は、特定健康診査受診
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後一定期間経過後から当該年度末までに着手するものとします。 

(４)  委託の有無 

特定保健指導は、原則市が直接実施することとしますが、状況により特定保健指導業務受

託機関への委託により実施します。 

    

    

(５)  指導方法 

指定された期間内に指定された場所で、特定保健指導利用券及び保険証を持参の上、指導

を受ける。原則として、特定保健指導に係る本人負担は無料とします（ただし、調理実習など食

品材料費のみは実費徴収とします。）。 

    

(６)  周知・案内方法 

特定保健指導の対象者ごとに、特定保健指導利用券を送付し、指導の開始を周知します。 

また、広報さぬき及びさぬき市ホームページに掲載することに加え、さぬき市ケーブルテレビ

等を利用し周知を図ります。 

 

(７)  特定保健指導データの保管及び管理方法 

① 特定保健指導データは、原則として特定保健指導を受託する機関が、国の定める電子的標 

準様式により、国保連へ提出します。 

② 国保連にデータ保存を委託し、国保ネットワーク回線で保険者が閲覧及び処理できるように 

します。経年履歴の保存･他の保険者へのデータ譲渡･特定保健指導利用券へ反映します。 

③ さぬき市国保・健康課（衛生部門）の市のシステムに保存・管理します。市民全体としてがん 

検診等全てのデータを一緒に保存･管理し、市民の健康づくり推進に活用します。 

④ 特定保健指導に関するデータは、原則５年間保存とし、国保連に管理及び保管を委託しま 

す。ただし、加入者の資格に異動があった場合は、異動年度の翌年度までとします。 

 

(８)  特定保健指導対象者の選出の方法 

特定保健指導は、原則としてすべての対象者に実施することとします。 

ただし、対象者数が当初予定を超えた場合については、予防効果が多く期待できる層を優先

的に実施するという観点から、以下の基準に基づき対象者の選出を行うものとします。 

① 年齢が低い対象者を優先する。 

② 健診結果が前年度と比較して悪化し、健診結果の保健指導レベルが前年度より高くなり、よ 

り緻密な保健指導を必要とする者を優先する。 

③ 質問票の回答により、生活習慣改善の必要性が高いと認められたものを優先する。 

④ 前年度、積極的支援または動機づけ支援の対象者でありながら、保健指導を受けなかった 

者を優先する。  
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３ 年間実施スケジュール 

4 月 本市と特定健康診査実施機関との間で業務委託契約を締結する。 

5 月 本市において特定健康診査の対象者を抽出し受診券を作成して発送する。（以降毎月） 

6 月 各医療機関で特定健康診査を開始する。 

7 月 

6 月実施の特定健康診査のデータを各医療機関が国保連に提出する。（特定健康診査の

実施月の翌月に提出する。以降も同様） 

特定健康診査データを基に医療機関で結果通知を作成し、必要な情報を提供する。 

8 月 

6 月実施の特定健康診査の費用決済処理をする。（特定健康診査の実施月の翌々月に処

理する。以降も同様） 

6 月に特定健康診査を受診した者のうち、保健指導対象者に利用券を作成、送付し、特定

保健指導を開始する。（特定健康診査の実施月の翌々月に処理し、利用者により順次開

始する。以降も同様。） 

10 月 特定健康診査（個別医療機関）を終了する。 

12 月 特定健康診査（総合健診）を終了する。 

翌年 9 月 特定保健指導を終了する。 

翌年 11 月 実施結果データを、社会保険診療報酬支払基金を通じて国に提出する。 

    

第５章第５章第５章第５章    個人情報の保護個人情報の保護個人情報の保護個人情報の保護    

    

特定健康診査及び特定保健指導で得られる健康情報等の取扱いについては、個人情報の保護

に関する法律を踏まえた対応を行うとともに、さぬき市個人情報保護条例を遵守します。 

また、特定健康診査及び特定保健指導を受託した事業者についても、同様の取扱いとするとと

もに、業務によって知り得た情報については、守秘義務を徹底し、業務終了後も同様とします。さら

に、個人情報の管理（書類の紛失・盗難等）にも十分留意するものとし、これらを取り扱う者に対し

て、その内容の周知を図ります。 
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第６章第６章第６章第６章    特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知    

    

この計画の周知は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条３において、「保険者は、特定健

康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」

と規定されており、公告するとともに、併せてさぬき市ホームページに掲載します。 

 

第７章第７章第７章第７章    特定健康診査等実施計画の評価及び見直し特定健康診査等実施計画の評価及び見直し特定健康診査等実施計画の評価及び見直し特定健康診査等実施計画の評価及び見直し    

    

１１１１    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    

特定健康診査・保健指導の成果について評価は、メタボリックシンドロームの有病者や予備群

の数、生活習慣病関連の医療費の推移などで評価されることになります。 

その成果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定されるため、健診結果や生

活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる事項についても評価を行っていきます。 

なお、評価の方法については、次の３つのレベルについて評価を行うとともに、事業全体を総

合的に評価します。 

    

(１) 「個人」を対象とする評価 

(２) 「事業」を対象とする評価 

(３) 「保険者」を対象とする評価 

    

２２２２    具体的な基準具体的な基準具体的な基準具体的な基準    

    

(１) 「個人」を対象にした評価 

肥満度、検査データの改善、行動目標の達成度、生活習慣などから評価します。 

① 適切な手段を用いて保健指導が提供されているか。 

② 生活習慣病に関して行動変容がみられたか。 

③ 健診結果に改善がみられたか。 

 

(２) 「事業」としての評価 

保健指導に従事する職員の体制、指導手段（コミュ二ケーション、教材を含む。）、保健指導

実施者の態度、記録状況、対象者の満足度、肥満度や腹囲などの身体状況の変化などから評

価します。 

① 適切な資源を活用していたか。 

② 適切な方法を用いていたか。 

③ 望ましい結果をだしていたか。 

 

(３) 「保険者」としての評価 

保健指導に従事する職員の体制、保健指導の実施に係る予算、施設・設備の状況、他機関
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との連携体制、社会資源の活用状況、健診受診率、保健指導実施率、保健指導の継続率、

糖尿病などの有病者・予備群の数、医療費の変化などから評価します。 

① 適切な資源を活用していたか。 

② 対象者を適切に選定し、適切な方法を用いていたか。 

③ 望ましい結果をだしていたか。 

 

３３３３    評価の実施責任者評価の実施責任者評価の実施責任者評価の実施責任者    

    

(１) 「個人」を対象にした評価 

個人に対する特定保健指導の評価は、特定保健指導実施者（委託事業者を含む。）を実施

責任者とします。 

(２) 「事業」としての評価 

事業に対する特定保健指導の評価は、特定保健指導実施者（委託事業者を含む。）及び医

療保険者としてのさぬき市国民健康保険を評価の実施責任者とします。 

 

(３) 「保険者」としての評価 

保険者としての特定保健指導の評価は、この計画が示す数値目標により特定健康診査など

事業を企画する立場にある医療保険者としてのさぬき市国民健康保険が、その評価の責任を

持つこととします。 

 

最終評価については、特定健康診査・特定保健指導の成果として、対象者全体における生

活習慣病対策の評価（有病率、医療費など）を行うものであるから、さぬき市国民健康保険が

実施責任者とします。 

 

４４４４    事業の見直し事業の見直し事業の見直し事業の見直し    

評価の結果を必要に応じて保健指導プログラムの改善や保健指導者の質の向上に活用して

いくとともに、計画の修正や次期計画に役立てます。 

また、さぬき市国民健康保険運営協議会において、毎年度進捗状況を報告するものとしま

す。 

 

第８章第８章第８章第８章    その他その他その他その他    

さぬき市国民健康保険被保険者以外の者等に対しての特定健康診査及び特定保健指導につ

いては、各保険者の状況等を踏まえつつ対応を図るものとします 。 
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用語解説用語解説用語解説用語解説    

(１)生活習慣病 公衆衛生審議会の意見具申「生活に着目した疾病対策」（平成８年（１９９６

年）１２月）による「生活習慣病（ｌｉｆｅ－ｓｔｙｌｅ ｒｅｌａｔｅｄ ｄｉｓｅａｓｅｓ）」の定義は

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関

与する疾患群」であり、その範囲については、生活習慣と疾病との関連が明ら

かになっているもの（糖尿病、心筋梗塞、脳卒中、がん等）とする。 

(２)高齢者の医療の

確保に関する法律 

国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進す

るための計画の作成、及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずる

とともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢

者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付

等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増

進を図ることを目的とした法律。特定健康診査、及び特定保健指導の適切かつ有

効な実施を図るための基本的な指針を定めるものである。 

(３)内臓脂肪型肥満 おなかの内臓のまわりに脂肪がたまるタイプの肥満。上半身に多く脂肪が

つくため、リンゴ型肥満とも呼ばれる。 

(４)香川県医療費適

正化計画 

「県民の健康の保持」、「医療の効率的な提供」に向けた目標を設定し、目

標の達成を通じて結果として将来的な医療費の伸びの抑制が図られることを

目的とし、香川県が策定した計画。 

(５)さぬき市健康増

進計画 

健康増進法第８条に基づき、さぬき市が策定するもの。さぬき・すこやかプ

ラン２１ともいう。 

(６)高齢化率 ６５歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。 

(７)メタボリックシンド

ロームの基準該当

者及び予備群 

特定健康診査受診の結果、データにより判定する。 

[腹囲]男性≧８５ｃｍ／女性≧９０ｃｍ（[内臓脂肪面積]男女とも１００ｃｍ

2

以

上）に加え、以下２項目に該当する場合は「基準該当」、１項目に該当する場

合は「予備群該当」とする。 

①[ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）] ≧５.６％、もしくは[空腹時血糖] ≧１１０ｍｇ／ｄｌ 

②［中性脂肪］≧１５０ｍｇ／ｄｌ、もしくは［ＨＤＬコレステロール］＜４０ｍｇ／ｄｌ 

③［収縮期血圧］≧１３０ｍｍＨｇ 、もしくは ［拡張期血圧］≧８５ｍｍＨｇ 

(８)香川国保データ

分析システム 

香川県における今後の人口動態等に、香川県国民健康保険団体連合会保

有の医療、介護、健診データを突合し、現在、過去の医療費動態だけでなく、

将来推計した基礎資料を提供できるシステム。 

(９)レセプト 患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細

書。 

(１０)血清クレアチニ

ン 

クレアチニンとは、血液中の老廃物のひとつであり、通常であれば腎臓でろ

過され、ほとんどが尿中に排出されるが、腎機能が低下すると、尿中に排出さ

れず血液中に蓄積される。この血液中のクレアチニンを「血清クレアチニン値」

といい、腎機能の指標のひとつとして、本市の特定健康診査の追加健診項目

として検査を行う。 

 


